
遺
言
セ
ミ
ナ
ー
を
４
月
と

６
月
に
マ
ル
タ
ス
で
計
３
回
、

５
月
に
城
乾
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

で
１
回
実
施
し
ま
し
た
。
ご

縁
が
あ
り
琴
平
町
の
「
ち
ょ
っ

と
こ
場
」
で
も
実
施
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
５
回
の
セ
ミ
ナ
ー

で
延
べ
40
名
の
方
々
に
熱
心

に
お
聞
き
い
た
だ
き
ま
し
た
。

地
域
に
よ
っ
て
参
加
さ
れ

る
方
々
の
年
齢
層
や
困
り
ご

と
、
ご
質
問
内
容
も
違
い
、

百
人
い
れ
ば
百
通
り
の
相
続

が
あ
る
こ
と
が
再
認
識
で
き

ま
し
た
。
ま
た
複
数
回
参
加

さ
れ
た
方
も
い
て
、
新
し
い

発
見
が
あ
る
と
の
う
れ
し
い

お
言
葉
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

Ｑ
遺
産
分
割
協
議
書
の
様
式

は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
様
式
の
例
を
添
付
し
て
い

ま
す
。
ご
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。

Ｑ
病
気
や
そ
の
他
の
事
情
で

字
を
書
け
な
い
人
は
自
筆

遺
言
証
書
を
残
せ
ま
す
か
？

Ａ
結
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、

で
き
ま
せ
ん
。
字
を
書
け

な
い
場
合
に
は
「
公
正
証

書
遺
言
」
を
公
証
役
場
で

口
述
に
よ
っ
て
公
証
人
が

作
成
し
ま
す
。
署
名
が
必

要
で
す
が
、
全
く
字
を
書

く
こ
と
の
で
き
な
い
方
は

公
証
人
が
代
筆
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

Ｑ
遺
言
書
と
遺
産
分
割
協
議

書
は
ど
ち
ら
が
よ
り
効
力

が
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
遺
言
書
が
あ
っ
て
も
相
続

人
全
員
で
話
し
合
っ
て
遺

産
分
割
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
言

い
ま
す
と
遺
言
書
は
絶
対

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
故
人

の
思
い
や
家
族
の
絆
を
大

切
に
お
話
し
合
い
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
と

考
え
て
い
ま
す
。

遺
言
セ
ミ
ナ
ー

７
月
20
日
（
土
）

ユ
ー
プ
ラ
ザ
う
た
づ

（
宇
多
津
町
）

７
月
21
日
（
日
）
28
日
（
日
）

神
野
公
民
館
（
ま
ん
の
う
町
）

丸
亀
市
市
民
活
動

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を
書

い
て
み
よ
う
！

７
月
27
日
（
土
）

マ
ル
タ
ス
（
丸
亀
）

☆
予
約
は
マ
ル
タ
スH

P

で
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1

質
疑
応
答

３
月
か
ら
始
め
た
遺
言
セ
ミ
ナ
ー
を
、
偶
数
月
は
丸
亀
市

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
マ
ル
タ
ス
で
、
奇
数
月
は
各
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
定
期
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。
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未来へつなぐ
終活・遺言

丸亀のシンボル「讃岐富士（飯野山）」
をモチーフに、イニシャルの「Ｓ」を
デザインしています。

ちょっとこ場（琴平町）でのセミナーの様子

今
後
の
予
定

前回の会報で令和６年
４月１日より相続登記が
義務化されたことをお知
らせしました。この制度
では申請を怠ると１０万
円以下の過料を科される
可能性があります。しか
し、遺言書や遺産分割協
議によって不動産を誰が
相続するかをすぐに決め
られる場合だけとは限り
ません。「遺産分割がま
とまりそうにない」「当
分の間遺産分割を行う予
定がない」等も考えられ

ます。このような場合の
対応として「相続人申告

登記」の制度があり、こ
の制度も令和６年４月１
日からスタートしていま
す。あくまで効果は限定
的で、不動産の売却等の
場合には相続登記が必要
となるなど注意が必要で
す。また、申告登記によ
る相続登記の義務の履行
は申告した一人にのみ認
められます。よって相続
人全員がそれぞれで申告
することが必要です。

登記義務化２

遺
言
の
基
礎
知
識

家
族
と
財
産
の
未
来
へ
の
道
し
る
べ

事務所ＨＰ


